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２０２５年度 

東日本女子アマチュアゴルファーズ選手権 

競  技  規  定 

 

主催：公益社団法人日本パブリックゴルフ協会 

 

  ◎予選 

期    日：２０２５年３月１９日（水）、２７日（木）、３０日（日）、３１日（月）、 

４月 ３日（木）、１６日（水）、１８日（金） 

 

場    所：３月１９日（水） 紫カントリークラブ あやめコース EASTコース 

〒278-0003  千葉県野田市鶴奉 463-1                      TEL 04-7124-1177 

２７日（木） ハーモニーヒルズゴルフクラブ 

〒328-0101  栃木県栃木市都賀町大柿 2464                 TEL 0282-92-0489 

３０日（日） 那須野ヶ原カントリークラブ 

〒324-0012  栃木県大田原市南金丸 2025                   TEL 0287-23-1101 

３１日（月） よみうりゴルフ倶楽部 

〒206-0812  東京都稲城市矢野口 3376-1                   TEL 044-966-1326 

４月 ３日（木） 千葉よみうりカントリークラブ 

〒290-0228  千葉県市原市岩字三重山 1                    TEL 0436-92-2611 

  １６日（水） セブンハンドレッドクラブ 

               〒320-1414 栃木県さくら市早乙女 2370          TEL 028-686-0700 

１８日（金） ＧＭＧ八王子ゴルフ場 

〒193-0801  東京都八王子市川口町 3515               TEL 042-654-4311 

 

 

１．ゴルフ規則    日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 

２．競技委員会の 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は 

  裁定     最終である。 

３．プレーの条件 １８ホール・ストロークプレー 

４．タイの決定  １８ホールを終わり予選通過者にタイが生じた場合は、マッチング・スコアカード方式により

通過者を決定する。なお、マッチング・スコアカード方式でも決定しない場合は、「当該の委員

会によるくじ引き」で決定する。 

５．クラブと球の  (1)ストロークを行うために使うドライバーは R＆Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリ 

規格       ストに掲載されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければ

ならない。 

       (2)ストロークを行うときに使用する球は R＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載されてい

なければならない。 

(3)ストロークを行うとき、プレーヤーはパターを除き 46インチの長さを超えるクラブを使っ

てはならない。（日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド：ローカルルールひな型 G-10） 

６．競技終了時点  競技委員会の作成した順位表が掲示された時点をもって終了したものとみなす。 

７．参加資格      女子(出生時)アマチュアゴルファーで、下記に該当する者に参加資格を付与する。 

(1)ハンディキャップ２０.０程度までが望ましい。 

※高等学校までに在学している生徒は保護者等責任者の参加許可書（様式自由）を添付する。 

※重複エントリーはできない（失格） 

※競技委員会は競技中を含めいつでも、出場にふさわしくないと判断したプレーヤーの参加

資格を取り消すことができる。なお、競技委員会は、プレーヤーが次のいずれか一つにでも
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該当する場合（ただし、これらに限られない）、当該プレーヤーを出場にふさわしくないプ

レーヤーと判断するものとする。 

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これら

に準ずる者に該当することが判明したとき 

②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引

に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力

を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる

行為を行ったことのある者であることが判明したとき 

※主催競技の参加資格の審査に於いて疑いのある場合、各種証明書類の提示を求めることが

ある。 

※年齢等の詐称、その他競技委員会が不正と見なした場合、競技失格となる。 

８．通過者      各日の上位者が５月５日から、紫カントリークラブ あやめコースで開催する地区決勝の出場

資格を得る。予選通過者数は女子アマ・グランドシニア２競技の各日合計で１８４名（シード

選手含む）とし、予選申込人数割合によって各日の通過人数を決定する。予選通過者に欠場が

生じた場合は、地区決勝の３日前まで出場選手の繰上げを行う。また、ウェイティング制度を

導入し、地区決勝１日目の組合せに空きが生じた場合、出場選手の補充を行う。尚、詳細は予

選会場にて確認すること。 

９．参加賞        ゴルフボール１スリーブ 

10．参加申込      ①インターネットにより申込む場合 

 申込み専用ページより必要事項を入力し申込む。 

また、詳細は下記ホームページまたは日本パブリックゴルフ協会ホームページをご参照下さ

い。 

【ＰＧＳ】https://entry.pgs.or.jp/ 

【楽天ＧＯＲＡ】https://gora.golf.rakuten.co.jp/tournament/ 

②現金書留により申込む場合 

 参加申込書に必要事項を記入し、現金書留により参加料と申込書を同封して、出場第 1希望

コースへ郵送する。 

③郵便振替により申込む場合 

参加申込書に必要事項を記入し、専用の参加料振替票により郵便局から参加料を振込後、受

領証（コピー可）と申込書を同封して、出場第１希望コースへ郵送するか又は、FAX で送付

する。「振込口座：№００１４０-３-３２５１６８ 公益社団法人日本パブリックゴルフ協会」 

11．申込開始日    ２０２５年２月  １日（土） 

12．申込締切日    ２０２５年２月２８日（金） 

13．参加料        ６，６００円（消費税 10％含む）申込締切日を過ぎて参加取消をした場合、参加料は返金しな

い。 

14．指定練習日    指定練習日の有無や日程については選手が直接会場にお問合せ下さい。 

15．行動規範   プレーヤーはゴルフ規則 1.2aに記されている通り行動しなければならない。 

         ・誠実に行動すること。 

・他の人に配慮を示すこと－例えば、速やかなペースでプレーする、他の人の安全に気を配る、

他のプレーヤーの気を散らさない。プレーヤーのプレーした球が誰かに当たる危険があるか

もしれない場合、プレーヤーはすぐに注意喚起（「フォアー」のような伝統的な警告など）

するべきである。 

・コースをしっかりと保護すること－例えば、ディボットを元に戻す、バンカーをならす、ボ

ールマークを修理する、不必要にコースを傷つけない。 

【行動規範の違反の罰】 

・行動規範の最初の違反－警告あるいは委員会の制裁。 

・２回目の違反－１罰打。 

・３回目の違反－一般の罰。 
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・４回目の違反や重大な非行－失格。 

【懲戒的な制裁】 

競技委員会には行動規範に違反したプレーヤーに今後の PGS 競技への参加を一定期間認めな

い等の懲戒的な制裁をする権限がある。失格を伴う行動規範の違反や重大な非行をしたプレー

ヤーに懲戒的な制裁をする場合、競技委員会は書面によりそのプレーヤーに通知する。プレー

ヤーはその書面の日付から30日以内でその違反に対する答弁を書面で提出することができる。

競技委員会は提出された文書、競技委員、関係者等からすべての情報を勘案して制裁を決定す

る。 

16．その他   (1)組合せ表・ローカルルール等は、日本パブリックゴルフ協会ホームページで発表いたします。 

          注：今年度より、郵送対応は廃止となりました。 

        (2)本大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し、主催、協賛、運営、後援、協

力等の各団体は一切責任を負いません。 

(3)競技会に無断欠場した場合は、以後の競技への出場を停止とする（１年間）。 
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◎決勝 

期    日  ：  ２０２５年５月５日（祝・月）、６日（振休・火） 

場    所  ：  紫カントリークラブ あやめコース EASTコース 

〒278-0003  千葉県野田市鶴奉 463-1    TEL 04-7124-1177 

後    援 ： 公益財団法人日本ゴルフ協会、東北ゴルフ連盟、一般社団法人関東ゴルフ連盟、一般社団法人

日本高等学校・中学校ゴルフ連盟、公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟、一般社団法人日本

ゴルフ用品協会 

 

１．ゴルフ規則    日本ゴルフ協会発行のゴルフ規則および本競技ローカルルールを適用する。 

２．競技委員会の 競技委員会は競技の条件を修正する権限を有し、すべての事柄について、この委員会の裁定は 

  裁定     最終である。 

３．プレーの条件 ５月５日（祝・月） 第１ラウンド  １８ホール・ストロークプレー 

         ５月６日（振休・火）第２ラウンド  １８ホール・ストロークプレー 

※本競技は、“１８ホール終了”をもって成立とし、２日間で３６ホール消化できなかった場合 

 は競技を短縮する。 

４．タイの決定    １位がタイの場合は、即日委員会の指定するホールにおいてホールバイホールのプレーオフを

行い、優勝者を決定する。尚、３名以上でプレーオフが行われる場合、優勝者以外のプレーヤ

ーは２位タイとする。また、悪天候、日没等により当日プレーオフが出来ない場合、またはプ

レーオフにて決定しない場合は最終ラウンドのスコアを比較し、スコアの良いプレーヤーを

優勝とする。それでも決定しない場合は、次の順で決定する。最終ラウンドのマッチング・ス

コアカード方式→委員会によるくじ引き。入賞者に対する記念品の贈呈及び他団体競技・当協

会競技へのシード権付与に関しても、最終ラウンドのスコアを比較し、成績の良いプレーヤー

に資格を付与する。それでも順位が決定しない場合は、次の順で決定する。最終ラウンドのマ

ッチング・スコアカード方式→委員会によるくじ引き。 

５，通過者     地区決勝通過人数は、各地区の予選申込人数割合によって決定する。地区決勝通過者に辞退者

が生じた場合、全日本の５日前まで出場選手の繰上げを行う。また、ウェイティング制度を導

入し、全日本１日目の組合せに空きが生じた場合、出場選手の補充を行う。尚、詳細は決勝会

場にて確認すること。 

６．クラブと球の  (1)ストロークを行うために使うドライバーは R＆Aが発行する最新の適合ドライバーヘッドリ 

規格       ストに掲載されているクラブヘッド(モデルとロフトで識別される)を持つものでなければ

ならない。 

       (2)ストロークを行うときに使用する球は R＆Aが発行する最新の適合球リストに掲載されてい

なければならない。 

(3)ストロークを行うとき、プレーヤーはパターを除き 46インチの長さを超えるクラブを使っ

てはならない。（日本ゴルフ協会発行のオフィシャルガイド：ローカルルールひな型 G-10） 

７．競技終了時点  競技委員長の成績発表がなされた時点をもって終了したものとみなす。 

８．参加資格    次のいずれかに該当している者に参加資格を付与する。 

(1)各予選の成績上位者 

各地区の割当人数は予選申込人数による均等配分とする。 

(2)繰上げにより通過した者 

(3)ウェイティングにより補充された者 

(4)２０１９年度～２０２４年度本競技地区決勝優勝者（当該地区） 

         (5)２０２４年度本競技地区決勝第２位～第５位までの者（当該地区） 

         (6)PGS特別承認者 

※高等学校までに在学している生徒は保護者等責任者の参加許可書（様式自由）を添付する。 

※重複エントリーはできない（失格） 

※競技委員会は競技中を含めいつでも、出場にふさわしくないと判断したプレーヤーの参加資

格を取り消すことができる。なお、競技委員会は、プレーヤーが次のいずれか一つにでも該
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当する場合（ただし、これらに限られない）、当該プレーヤーを出場にふさわしくないプレー

ヤーと判断するものとする。 

①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴

力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準

ずる者に該当することが判明したとき 

②自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引

に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力

を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為その他これらに準ずる行

為を行ったことのある者であることが判明したとき 

※主催競技の参加資格の審査に於いて疑いのある場合、各種証明書類の提示を求めることがあ

る。 

※年齢等の詐称、その他競技委員会が不正と見なした場合、競技失格となる。 

９．賞            優勝者       ＰＧＳ杯（レプリカ、プレー券） 

第２位～第３位  （木製楯、プレー券） 

第４位～第１０位（プレー券） 

10．参加賞        トートバッグ（出場者のみ） 

11．参加申込      第８項(1)の該当者は自動エントリー。 

第８項(2)の該当者はＰＧＳからの連絡時に出場の意思を示すことによりエントリー。 

                  第８項(3)の該当者は地区決勝１日目。 

※(1)～(3)の該当者は、参加料を地区決勝会場にて支払うこと。 

第８項(4)～(6)の該当者は直接ＰＧＳへ申し込むこと。 

12．参加料        ４，４００円（予選通過者）、１１，０００円（予選免除者）※各参加料は消費税 10%含む。 

13．指定練習日    指定練習日の有無や日程については選手が直接会場にお問合せ下さい。 

14．行動規範   プレーヤーはゴルフ規則 1.2aに記されている通り行動しなければならない。 

         ・誠実に行動すること。 

・他の人に配慮を示すこと－例えば、速やかなペースでプレーする、他の人の安全に気を配る、

他のプレーヤーの気を散らさない。プレーヤーのプレーした球が誰かに当たる危険があるか

もしれない場合、プレーヤーはすぐに注意喚起（「フォアー」のような伝統的な警告など）

するべきである。 

・コースをしっかりと保護すること－例えば、ディボットを元に戻す、バンカーをならす、ボ

ールマークを修理する、不必要にコースを傷つけない。 

【行動規範の違反の罰】 

・行動規範の最初の違反－警告あるいは委員会の制裁。 

・２回目の違反－１罰打。 

・３回目の違反－一般の罰。 

・４回目の違反や重大な非行－失格。 

【懲戒的な制裁】 

競技委員会には行動規範に違反したプレーヤーに今後の PGS 競技への参加を一定期間認めな

い等の懲戒的な制裁をする権限がある。失格を伴う行動規範の違反や重大な非行をしたプレー

ヤーに懲戒的な制裁をする場合、競技委員会は書面によりそのプレーヤーに通知する。プレー

ヤーはその書面の日付から 30日以内でその違反に対する答弁を書面で提出することができる。

競技委員会は提出された文書、競技委員、関係者等からすべての情報を勘案して制裁を決定す

る。 

15．その他   (1)組合せ表・ローカルルール等は、日本パブリックゴルフ協会ホームページで発表いたします。 

          注：今年度より、郵送対応は廃止となりました。 

        (2)本大会中に発生した疾病や紛失、破損、その他の事故等に際し、主催、協賛、運営、後援、協

力等の各団体は一切責任を負いません。 

(3)競技会に無断欠場した場合は、以後の競技への出場を停止とする（１年間）。 
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付記：地区決勝の入賞者には、次の競技の参加資格が与えられます。 

≪日本パブリックゴルフ協会主催競技への出場資格≫ 

１）本競技上位者 

２０２５年度全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権 

５月２７日（火）、５月２８日（水）北神戸ゴルフ場（兵庫県） 

地区決勝通過人数は各地区の予選申込人数割合に応じて配分される。 

２）第１位 

２０２６年度から２０３０年度（５年間）本競技地区決勝（予選に出場した場合は除く） 

３）第２位～第５位 

翌年度本競技地区決勝（予選に出場した場合は除く） 

 

≪他団体主催競技への出場資格≫ 

１）第１位～第５位 

翌年度関東ゴルフ連盟主催「関東女子ゴルフ選手権予選」（関東地区在住者のみ） 

 

 

個人情報保護法関連事項（予選・決勝共通） 

  参加希望者は、参加申込みに際し、本競技により、日本パブリックゴルフ協会が取得する参加申込者の個人情報

を次の目的の範囲内で他に提供（公表）することについて、予め同意したものとみなします。 

(1)本競技の参加資格の審査。 

(2)本競技の開催及び運営に関する業務。これには、①参加者に対する競技関係書類の掲載、②本競技の開催に際

し、本競技関係者（報道関係者を含む）に対する参加者の GlidNo、氏名、生年月日、ハンディキャップインデ

ックス、所属（倶楽部名、学生の場合、学校名及び学年）、その他選手紹介情報ならびに本競技の競技結果の公

表を含む。 

(3)この申込書による参加者の個人情報と、本競技における競技結果の記録の保存、並びに本競技終了後において

必要に応じ、そのうち上記(2)②記載の公表事項の適宜の方法による公表。 

(4) PGSニュース、翌年の競技参加案内・他団体の競技案内やダイレクトメール等の印刷物およびメールマガジ

ン(希望者)の送付。 

 

肖像権に関する同意内容（予選・決勝共通） 

競技参加者は、参加申込みに際し、主催競技(競技会場における競技に伴う前後の行事等を含む)に関して、その

中継・再映・報道・広報のため、あるいは日本パブリックゴルフ協会の目的に反しない範囲で利用するために、

写真・テレビ・その他の各種記録媒体による収録物、複製物あるいは編集物(適正範囲の編集に限る)にかかる競

技参加者の肖像権(収録物等にかかる競技参加者の氏名・肖像を展示・通信・放送・上映により一般に公開し、あ

るいは貸与し、頒布するなどして他に提供する権利)を日本パブリックゴルフ協会に譲渡することを、予め承諾さ

れたものとさせていただきます。 

 


